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レセ電通信調 2022005号   

令 和 4 年 4 月 1 9 日   

 

レセプト電算処理調剤システム関係メーカー等 各位 

 

支 払 基 金 シ ス テ ム 部  

国保中央会医療保険部  

 

 

令和4年度診療（調剤）報酬改定に伴う記録方法について 

 

 診療（調剤）報酬改定に伴い、薬剤調製料及び調剤管理料等の記録について下記のとおり

お知らせします。 

 

記 

 

1 薬剤調製料及び調剤管理料の記録例 

⑴ 内服薬と外用薬を処方した場合 

ア 処方例 

＊ フルイトラン錠２ｍｇ 2錠  ［1日1回朝食後服用 28日分］ 

＊ ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 ３０ｇ ［1日1回足部に塗布］ 

 

イ レセプト表示例 

№ 

医 

師 

番 

号 

処方 

月日 

調剤 

月日 

処        方 

調剤 

数量 

  調剤報酬点数  点 

公費分点数

① 点 

公費分点数

② 点 負担 医薬品名・規格・用量・剤形・用法 単位薬剤料点 
薬剤調製料 

調剤管理料 

薬剤料 

加算料 

1 1 6. 8 6. 8  【内服】 １日１回朝食後 

◯01フルイトラン錠２ｍｇ 

   ２錠 

2 28 

 

24 

50 

56 

 

   

2 2 6. 8 6. 8  【外用】 

◯01５％サリチル酸ワセリン軟膏東

豊         ３０ｇ 

ぬり薬 １日１回 部位：足 

9 1 10 

0 

9    

 

ウ レコードの記録例 

SH,01,1,006,,2,,,, 

CZ,1,20220608,20220608,1,28,1,1,01,420001810,24,,,56,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,1,1,01,440011710,50,,, 

IY,1,612130207,1,,,,,,  

 

 

 

 

SH,02,5,,,9,,,, 

CZ,1,20220608,20220608,1,1,1,1,02,420000410,10,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,1,2,02,440011910,0,,, 

IY,1,662650002,30,,,,,,  

  

薬剤調製料 

調剤管理料の負担区分、算定区分（当該事例の場合「1：

算定する」）、調剤管理料の算定先となる処方Ｎｏ、調

剤行為コード及び調剤管理料１の点数を記録する。 

薬剤調製料 

外用薬の調剤管理料2については、同一処方箋受付回の内服薬にお

いて調剤管理料1を算定していることから、「2：算定しない」を記

録する。 

内服薬と同じ処方箋受付回 
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 ⑵ 調剤管理加算を算定する場合 

  ア 処方例 

    複数の保険医療機関から６種類以上の内服薬が処方されている患者 

   ＊ 調剤基本料３（イ） 21点 

     内服薬薬剤調製料  24点 

     内服薬調剤管理料（１５日分以上２８日分以下の場合） 50点 

     調剤管理加算（初めて処方箋を持参した場合） 3点 

 

  イ レセプト表示例 

№ 

医師 

番号 

処方 

月日 

調剤 

月日 

処        方 調剤 

数量 

  調剤報酬点数  点 公費分点数

① 点 

公費分点数

② 点 負担 医薬品名・規格・用量・剤形・用法 単位薬剤料点 
薬剤調製料 

調剤管理料 薬剤料 加算料 

1 1 6. 8 6. 8  【内服】 １日１回朝食後 

◯01フルイトラン錠２ｍｇ 

   ２錠  

2 28 

 

24 

50 

 

56 

 

   

     
～ 以下省略 ～ 

       

摘 

要 

 ※高額療養費 円 

※公費負担点数① 点 

※公費負担点数② 点 

保 

 

険 

請  求        

 

 

 

 

     省略 点 

※ 決 定        

 

 

 

 

       省略 点 

一部負担金額 

 

 

 

 

 円 

基本料 

 

基Ｃ 

 
21点 

時間外 薬 学 管 理 料 

 

調管Ａ 

0点 

 

3点 

 

 

ウ レコードの記録例 

SH,01,1,006,,2,,,, 

CZ,1,20220608,20220608,1,28,1,1,01,420001810,24,,,56,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,1,1,01,440011710,50,,, 

IY,1,612130207,1,,,,,, 

（ ～ 中略 ～ ） 

KI,20220608,1,1,410005510,21,,1,440011670,1,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 

 

 

 

  

調剤管理料については、CZレコードに記録し、 

加算である調剤管理加算については、KIレコードの

「薬学管理料」の項目に記録する。 

調剤管理料の加算については、

薬学管理料の欄に表示する。 
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⑶ 時間外加算を算定する場合 

ア 処方例 

* ドグマチール錠５０ｍｇ １錠  ［1日1回朝食後服用 21日分］ 

    6月 7日の処方箋受付時刻が19：00 

6月21日の処方箋受付時刻が19：30 

 

イ レセプト表示例 

№ 

医師 

番号 

処方 

月日 

調剤 

月日 

処        方 調剤 

数量 

調剤報酬点数  点 公費分点

数①点 

公費分点

数②点 負担 医薬品名・規格・用量・剤形・用法 単位薬剤料点 
薬剤調製料 

調剤管理料 薬剤料 加算料 

1 1 6. 7 

 

6.21 

6. 7 

 

6.21 

 【内服】 １日１回朝食後 

◯01ドグマチール錠５０ｍｇ 

 １錠 

1 21 

 

21 

24 

50 

24 

50 

21 

 

21 

薬時 48 

調時 100 

 

 

  

摘 

 

要 

処方箋受付年月日（時間外加算）；令和４年 ６月 ７日 

処方箋受付時刻（時間外加算）；１９時００分 

処方箋受付年月日（時間外加算）；令和４年 ６月２１日 

処方箋受付時刻（時間外加算）；１９時３０分 

※高額療養費 
円 

※公費負担点数① 
点 

※公費負担点数② 
点 

 

ウ レコードの記録例 

SH,01,1,006,,1,,,, 

CZ,1,20220607,20220607,1,21,1,1,01,420001810,24,,,21,,1,430000670,24,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,01,440011710,50,1,440014170,50 

CZ,1,20220621,20220621,2,21,1,1,01,420001810,24,,,21,,1,430000670,24,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,01,440011710,50,1,440014170,50 

IY,1,612320201,1,,,,,,  

TK,850100366,５０４０６０７ 

TK,851100035,１９００ 

TK,850100366,５０４０６２１ 

TK,851100035,１９３０ 

 

  

調剤管理料の時間外

加算を記録する。 

薬剤調製料の時間外

加算を記録する。 
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⑷ 算定区分が異なる場合 

ア 処方例 

患者の窓口負担が軽減されることから、薬剤調製料は医保と公費の併用を優先し算

   定した 

＊ Ａ薬 2錠  14日分 [１日３回毎食後]  （医保単独） 

Ｂ薬 2錠  14日分 [１日２回朝夕食後] （医保単独） 

Ｃ薬 2錠  7日分 [１日１回朝食後] （医保と公費①の併用） 

Ｄ薬 2錠  7日分 [１日１回就寝前] （医保と公費①の併用） 

 

イ レセプト表示例 

№ 

医 

師 

番 

号 

処方 

月日 

調剤 

月日 

処        方 

調剤 

数量 

調剤報酬点数  点 

公費分点

数①点 

公費分点

数②点 負担    医薬品名・規格・用量・剤形・用法 単位薬剤料点 
薬剤調製料 

調剤管理料 薬剤料 加算料 

1 1 6. 7 6. 7 1 【内服】１日３回毎食後 

◯01Ａ薬        ２錠 

4 14 

 

24 

28 

56 

 

   

2 1 6. 7 6. 7 

 

1 【内服】１日２回朝夕食後 

◯01Ｂ薬        ２錠 

8 14 

 

0 

28 

112 

 

   

3 1 6. 7 6. 7 2 【内服】１日１回朝食後 

◯01Ｃ薬        ２錠 

7 7 

 

24 

4 

49 

 

 77  

4 1 6. 7 6. 7 2 【内服】１日１回就寝前 

◯01Ｄ薬        ２錠 

5 7 

 

24 

0 

35 

 

 59  

 

ウ レコードの記録例 

SH,01,1,003,,4,,,, 

CZ,1,20220607,20220607,1,14,1,1,01,420001810,24,,,56,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,1,1,01,440011610,28,,, 

IY,1,Ａ薬,2,,,,,, 

SH,02,1,018,,8,,,, 

CZ,1,20220607,20220607,1,14,1,2,02,420001810,0,,,112,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,1,1,02,440011610,28,,, 

IY,1,Ｂ薬,2,,,,,, 

SH,03,1,006,,7,7,,, 

CZ,1,20220607,20220607,1,7,2,1,03,420001810,24,,,49,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,2,1,03,440011510,4,,, 

IY,2,Ｃ薬,2,,,,,, 

SH,04,1,013,,5,5,,, 

CZ,1,20220607,20220607,1,7,2,1,04,420001810,24,,,35,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,2,2,04,440011510,0,,, 

IY,2,Ｄ薬,2,,,,,, 

 

  

薬剤調製料と調剤管理料を算定した処方が一致しなくても差し支えありません。 

No2の処方に対する薬剤調製料を 

「算定しない」 

No4の処方に対する調剤管理料を 

「算定しない」 
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２ 外来服薬支援料２の記録例 

⑴ 処方例 

調剤数量の異なる剤を一包化する場合 

＊ ドグマチール錠50ｍｇ   1錠  ［1日1回朝食後服用  21日分］ 

＊ リーゼ錠5ｍｇ       2錠  ［1日2回朝夕食後服用 14日分］ 

ノリトレン錠10ｍｇ    2錠 

リズミック錠10ｍｇ    2錠 

マグミット錠330ｍｇ    2錠 

 

 ⑵ レセプト表示例 

№ 

医 

師 

番 

号 

処方 

月日 

調剤 

月日 

処        方 

調剤 

数量 

  調剤報酬点数  点 公 費

分 点

数①

点 

公費分点

数②点 負担 医薬品名・規格・用量・剤形・用法 単位薬剤料点 
薬剤調製料 

調剤管理料 薬剤料 加算料 

1 1 6. 7 

 

6.21 

6. 7 

 

6.21 

 【内服】 １日１回朝食後 

◯01ドグマチール錠５０ｍｇ 

 １錠 

1 21 

 

21 

24 

50 

24 

50 

21 

 

21 

支Ｂ   

2 2 6. 7 

 

6.21 

6. 7 

 

6.21 

 【内服】１日２回朝夕食後 

◯01リーゼ錠５ｍｇ   ２錠 

◯02ノリトレン錠１０ｍｇ 

 ２錠 

◯03リズミック錠１０ｍｇ 

 ２錠 

○04マグミット錠３３０ｍｇ 

 ２錠 

7 14 

 

14 

24 

28 

24 

28 

98 

 

98 

支Ｂ  136 

向     16 

  

 

⑶ レコードの記録例 

SH,01,1,006,,1,,,,  

CZ,1,20220607,20220607,1,21,1,1,01,420001810,24,,,21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,14,,,,,,,,,,,,1,1,01,440011710,50,,, 

CZ,1,20220621,20220621,2,21,1,1,01,420001810,24,,,21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,14,,,,,,,,,,,,1,1,01,440011710,50,,,  

IY,1,612320201,1,,,,,, 

SH,02,1,018,,7,,,, 

CZ,1,20220607,20220607,1,14,1,1,02,420001810,24,,,98,,1,430000370,8,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,14,,,,,,,,,1,440013610,68,1,1,02,440011610,28,,, 

CZ,1,20220621,20220621,2,14,1,1,02,420001810,24,,,98,,1,430000370,8,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,14,,,,,,,,,1,440013610,68,1,1,02,440011610,28,,, 

IY,1,610422300,2,,,,,, 

IY,1,611170283,2,,,,,, 

IY,1,612190292,2,,,,,, 

IY,1,610463198,2,,,,,, 

 

 

 

  

外来服薬支援料2の負担区分、調剤行為コード、点数を記録

する。また、外来服薬支援料２の算定対象となる剤の場合は、

一包化日数として投与した数量を記録する。 

原則として、外来服薬支援料２の点数に対応する調剤数量が

記録されているＣＺレコードに記録する。 

 

一包化日数を記録 
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３ 調剤基本料が３点未満の記録例 

 ⑴ 処方例 

  ＊ 調剤基本料３（ロ） 16点 

    調剤基本料減算（１００分の８０） 

    調剤基本料減算（１００分の５０） 

    調剤基本料減算（後発医薬品減算） -5点 

 

 ⑵ レセプト表示例 

摘 

要 

 ※高額療養費 円 

※公費負担点数① 点 

※公費負担点数② 点 

保 

 

険 

請  求 

 

 

 

 

省略  点 

※ 決 定 

 

 

 

 

点 

一部負担金額 

 

 

 

 

円 

基本料 

 

基一定 

 
   3点 

時間外 薬 学 管 理 料 

 

 

0点 0点 

 

 ⑶ レコードの記録例 

ア 正しい記録例 

KI,20220608,1,1,410005810,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 

 

 

イ 誤った記録例 

KI,20220608,1,1,410005610,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1,460001180,1,5,1,460001080,1,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調剤基本料減算（１００分の８０・１００分の５０） 

算出後３点未満（調剤基本３（ロ）・１００分の

８０（５０）・後減）のコードを選択する。 

460001080：調剤基本料減算（後発医薬品減算） 

調剤基本料３ロ 
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４ リフィル処方箋の記録例 

 ⑴ 処方例 

  ＊ 総使用回数２回のうち、１回目の調剤を行う場合 

 

 ⑵ レセプト表示例 

摘 

要 

妥減 ※高額療養費 円 

※公費負担点数① 点 

※公費負担点数② 点 

保 

 

険 

請  求 

 

 

 

 

省略   点 

※ 決 定 

 

 

 

 

点 

一部負担金額 

 

 

 

 

円 

基本料 

 

基Ａ 
 

 

 21 点 

時間外 

 

リ1/2 

薬 学 管 理 料 

 

 

0点 点 

 

 ⑶ レコードの記録例 

  ア 正しい記録例 

KI,20220608,1,1,410004110,42,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 1,450001670,1,0,1,460000180,1,21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 誤った記録例 

KI,20220608,1,1,410004110,42,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, 1,460000180,1,21,1,450001670,1,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

 

 

 

 

 

  

450001670：リフィル処方１回目（最大２回） 

（調剤基本料加算の先頭に記録することが望ましい） 

460000180：調剤基本料減算（１００分の５０） 

減算する診療行為は調剤基本料加算の最後に記録する。 

調剤基本料減算の後にリフィル処方は記録できません。 
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５ 在宅協力薬局において実施した在宅患者訪問薬剤管理指導料の記録例 

 ⑴ 処方例 

在宅協力薬局において当月に調剤及び在宅患者訪問薬剤管理指導料を実施した場合 

   ＊ 6月8日 在宅協力薬局において調剤、在宅患者訪問薬剤管理指導実施 

（6月8日 在宅基幹薬局の薬剤師が１名のみであったため、在宅協力薬局に依頼） 

 

 ⑵ 在宅協力薬局 

  ア レセプト表示例 

医
療
機
関 

東京都港区新橋９９ 

 

基金病院 

保

険

医

氏

名 

1 基金 一郎             6 

2                     7 

3                     8 

4                     9 

5                     10 

受

付

回

数 

保 
 

回 

① 
 

回 

県
番 13 

点数 

表 1 
医

コ 0000001 ② 
 

回 

№ 

医 

師 

番 

号 

処方 

月日 

調剤 

月日 

処        方 

調剤 

数量 

  調剤報酬点数  点 

公費分点数

① 点 

公費分点数

② 点 負担 医薬品名・規格・用量・剤形・用法 単位薬剤料点 
薬剤調製料 

調剤管理料 

薬剤料 

加算料 

1 1 6. 8 6. 8  【内服】 １日１回朝食後 

◯01フルイトラン錠２ｍｇ 

   ２錠 

2 14 

 

24 

 

28 

 

   

             

摘 

要 

（在宅協力薬局）実施年月日（在宅患者訪問薬剤管理指導料）；令和 ４年 ６月

 ８日 

※高額療養費 円 

※公費負担点数① 点 

※公費負担点数② 点 

保 

 

険 

請  求        

 

 

 

 

     94 点 

※ 決 定        

 

 

 

 

      94 点 

一部負担金額 

 

 

 

 

円 

基本料 

 

基Ａ 

 
42点 

時間外 薬 学 管 理 料 

 

 

0点 0点 

 

 イ レコードの記録例 

SH,01,1,006,,2,,,, 

CZ,1,20220608,20220608,1,14,1,1,01,420001810,24,,,28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

IY,1,612130207,2,,,,,, 

（ ～ 中略 ～ ） 

TK,850100381,５０４０６０８ 

KI,20220608,1,1,410004110,42,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

  

1 

薬剤調製料のみ算定し、調剤管理料は在宅基幹

薬局において算定する。 
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 ⑶ 在宅基幹薬局 

ア レセプト表示例 

医
療
機
関 

東京都港区新橋９９ 

 

基金病院 

保

険

医

氏

名 

1 基金 一郎             6 

2                     7 

3                     8 

4                     9 

5                     10 

受

付

回

数 

保 
 

回 

① 
 

回 

県
番 13 

点数 

表 1 
医

コ 0000001 ② 
 

回 

№ 

医 

師 

番 

号 

処方 

月日 

調剤 

月日 

処        方 

調剤 

数量 

  調剤報酬点数  点 

公費分点数

① 点 

公費分点数

② 点 負担 医薬品名・規格・用量・剤形・用法 単位薬剤料点 
薬剤調製料 

調剤管理料 

薬剤料 

加算料 

             

摘 

要 

（在宅基幹薬局）実施年月日（在宅患者訪問薬剤管理指導料）；令和 ４年 ６月

 ８日 

（在宅基幹薬局）在宅協力薬局名（在宅患者訪問薬剤管理指導料）；基金薬局 

※高額療養費 円 

※公費負担点数① 点 

※公費負担点数② 点 

保 

 

険 

請  求        

 

 

 

 

     678 点 

※ 決 定        

 

 

 

 

       678 点 

一部負担金額 

 

 

 

 

 円 

基本料 

 

 

 
0点 

時間外 薬 学 管 理 料 

 

訪Ａ１ 調管１ 

0点 

 

678点 

 

イ レコードの記録例 

 (ｱ) 正しい記録例 

RE,32,4118,202206,基金 太郎,1,3301104,,,13,1,0000001,基金病院,東京都港区新橋９９,基金

 一郎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,キキンタロウ 

HO,06132013,９９９,１２３４,0,678,,,,,,,, 

TK,850100379,５０４０６０８ 

TK,830100448,基金薬局 

KI,20220608,0,,,,,1,440005710,1,650,1,440014810,1,28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

 

 

 (ｲ ) 誤った記録例 

RE,32,4118,202206,基金 太郎,1,3301104,,,13,1,0000001,基金病院,東京都港区新橋９９,基金

 一郎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,キキンタロウ 

HO,06132013,９９９,１２３４,0,678,,,,,,,, 

TK,850100379,５０４０６０８ 

TK,830100448,基金薬局 

CZ,1,20220608,20220608,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1

,01,440011710,50,,, 

 

 

 

 

 

0 

在宅基幹薬局用の調剤管理料をKIレコード

の薬学管理料欄に記録する。 
受付回「0」を記録 

調剤管理料のみを算定する場合は、CZレコードに

記録できません。 


